
令和５年４月１日以後開始事業年度等分 

 内国法人（グループ通算制度適用）用 

 

 

【№10】通算グループ内のいずれかの法人の資本金の額又は出資金の額が１億円超である場合、

軽減対象所得金額以下の金額について、軽減税率を適用していませんか。 

 また、通算グループ内のいずれかの法人が適用除外事業者に該当する場合、軽減対象所得金

額以下の金額について、措法上の軽減税率（15％）を適用していませんか。 

 

【№９】地方法人税額の計算につき、51～54欄に

より計算していますか。 

【№４】当事業年度に適用

される別表を使用してい

ますか。 

【№９】65欄の金額は、別

表六（二）の56欄の金額と

一致していますか。 


